
・066【類似商品への抗議】 

 
 

貴社製品に対するお願い 
 

拝啓 貴社ますますご盛栄のことと存じます。 
 さて、今春貴社から発売された室内筋力トレニングマシン「マッスル・チャン

プ」は、商品名、デザイン、構造などに関して、当社製品「マッスル・チャンピ

オン」と酷似する点が認められました。 
 当社には貴社製品発売以来、お客様からの苦情や問い合わせが殺到し、販売上

の不都合、不利益が生じております。これは、お客様の誤解を招く著しく類似し

た商品であり、商標権および特許権の侵害にあたるものと判断せざるを得ません。 
 つきましては、当社としては、できるかぎり穏便な解決策を模索したいと思い

ますので、貴社におきましてもご調査のうえ、誠意を持ってご対応くださるよう

お願い申し上げます。 
 以上、とりあえず書中にてお願いまで。              敬具 
 
 

 


